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岡⼭河川事務所の出張所を統合します 
 

このたび、現在旭川出張所と百間川出張所が⾏っている業務を統合し、 
令和 8 年度から、新たな 旭川流域治⽔出張所 としてスタートします。 

これに伴い、岡⼭市中区藤原⻄町にある現在の旭川出張所が旭川流域治⽔出張所 へ
名称変更となりますので、お知らせします。 

 

【令和８年度以降の岡⼭河川事務所の体制】 
  
    
 
 
 
                            

 

 

【令和８年度以降の旭川流域治⽔出張所の概要】 
 移転先  

〒703-8244 岡⼭市中区藤原⻄町 2-3-30 
     電話 086-272-0125 

FAX 086-272-9276 
 業務内容   

旭川出張所及び百間川出張所が 
⾏っている業務 

 管理区間 
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※岡⼭市中区沖元地先では百間川出張所の業務を⾏いませんので、ご注意ください。 
【問い合わせ先】国⼟交通省 中国地⽅整備局 岡⼭河川事務所 

TEL︓086-223-5101（代表） 副所⻑（事務） 川島 淳司 
                      総括保全対策官 清綱 保志 

【担当】総務課⻑    松浦 輝昌   
 

旭川流域治⽔出張所 

統合 

配布先：岡山県政記者クラブ 

岡山市政記者クラブ 

岡⼭河川事務所 ⻄⼤寺出張所 

坂根出張所 

⾼梁川出張所 

旭川流域治⽔出張所 
百間川出張所 

旭川出張所 
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変更前 変更後（令和8年度から）


